
　
　

　　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　           　　　　　　　　　　 　　　　　　 

　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　  

令和５年11月7日発行

千歳市 市民環境部
市民生活課
男女共同参画推進係

No.49

毎年11月12日～25日の２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」
期間と定め、様々な啓発活動を集中的に行っています。

女性の人権ホットライン0570-070-810
DVなど女性の人権問題の電話による相談窓口です。
（受付時間：平日の午前8時30分から午後5時15分まで）

配偶者等からの暴力、性犯罪、性暴力、

ストーカー行為、売買春、人身取引、ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ等

申込みはこちら🎵

令和5年度
男女共同参画再チャレンジ支援セミナー☆彡

はじめての方へ「お金のキホン講座」

ご好評につき、残りわずかです！
興味のある方は、お早めにお申込みください。

↓こちらもご利用ください↓


